
我が国の食生活の現状と食育の推進について

農林水産省



目 次

１.食をめぐる現状と課題

（１）食料消費構造の変化とその背景

①栄養バランスの崩れ

②食料消費をめぐる社会情勢の変化

③食の外部化・簡便化の進展

（２）食習慣の乱れ

（３）食生活と健康

（４）食べ残しや食品の廃棄

（５）食に関する関心の高まり

と知識の不足

２.食育の推進について

（１）食育の必要性

（２）食育基本法

（３）具体的な取組

（４）地域での取組事例

３. 「食生活指針」と「食事バランスガイ
ド」の普及・活用について

・・・・10

・・・・11

・・・・12

・・・・13

・・・・14

・・・・1
・・・・2
・・・・3

・・・・4

・・・・5

・・・・8

・・・・9



１.食をめぐる現状と課題
（１）食料消費構造の変化とその背景

①栄養バランスの崩れ

○我が国の食料消費は、長期的には経済成長に伴う所得の向上等を背景とし、量的に拡大するとともに、食料消費の割合は、主食である
米が減少する一方、畜産物、油脂等が増加するなど大きく変化。

○こうした中で、昭和５０年代中ごろに、平均的にみて摂取する栄養素（PFC）の熱量バランスがほぼ適切で、主食である米を中心に水産物、
畜産物、野菜等多様な副食品から構成されるいわゆる「日本型食生活」が形成。

○しかしながら、近年の食生活を巡っては、量的に飽和状態にある一方、米の消費減少と畜産物、油脂の消費増加が続き、栄養バランスの
崩れがみられる。

○食料消費割合の変化（１人１日当たり：供給熱量ベース）
24年

資料：農林水産省「食料需給表」 <日本型食生活＞

20年
平成１６年度（概算値）

2,562kcal 23.4%

14.2%

魚介類魚介類 5.1%5.1%

29.2%

○栄養バランスの変化

資料：農林水産省「食料需給表」

注：適正比率は、食料・農業・農村基本計画における平成２２年度の目標値P(たんぱく質）１３％、F(脂質）２７％、C(炭水化物）６０％-
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昭和３５年 Ｐ（たんぱく質）12.2％

Ｃ（炭水化物）76.4％ Ｆ（脂質）11.4％ Ｃ 61.5％ Ｆ 25.5％

昭和５５年 Ｐ 13.0％ Ｐ 13.1％平成１６年（概算値）

Ｃ 58.2％ Ｆ 28.7％



②食料消費をめぐる社会情勢の変化

○我が国の世帯構造は、「単独世帯」が増加しており、将来もこの傾向が継続する見込み。「単独世帯」については、６５歳以上の高齢者の
世帯が急激に増加。

○女性の就労意欲の向上を背景に、女性の雇用者は、増加傾向。
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○「単独世帯」の増加

・単独世帯の増加

７１１万世帯→１,２９１万世帯→１,６６６万世帯
（１９８０年） （２０００年） （２０２０年）

・６５歳以上の単独世帯数

８８万世帯→３０３万世帯→６３５万世帯

（１９８０年） （２０００年） （２０２０年）

<参考>全世帯

３,５８２万世帯→４,６７８万世帯→５,０２７万世帯
（１９８０年） （２０００年） （２０２０年）

資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の
将来推計」(平成１５年１０月推計）

○女性雇用者の増加

<参考＞年齢別にみた女性の労働力率の変化

資料：総務省「国勢調査」

注：労働力率とは、１５歳以上人口に占める労働力人口割合

（万人）

資料：総務省「労働力調査」

注：１.平成７年の（ ）内は、平成２年からの増加率、平成１２年の
（ ）内は、平成７年からの増加率

２.雇用者とは、会社、団体、官公庁等に雇われて給料、賃金
を得ている者及び会社、団体の役員である者



③食の外部化・簡便化の進展

中食・外食の利用頻度が増えた理由

0 10 20 30 40 50 60 ％

○単独世帯の増加、女性の雇用者の増加等社会情勢の変化の中で、食に関して簡便化志向の高まりや外部化が進展。日本型食生活
の実現のためには、食料供給者として食品産業の果たす役割も重要。

資料：農林漁業金融公庫「中食や外食の利用に関するアンケート調査」

（平成１５年６～７月調査）

○食料消費支出に占める外部化率の推移

外食

中食

料理をしたり、食事の片付

けをする手間が省けるから

家庭で作ることが難しい、又は

面倒な料理が味わえるから

普段の家庭の味とは違う

ものが味わえるから

家庭の好みがまちまちで家庭

で料理をするのは大変だから

家庭で料理をするよりも

経済的だから

景気低迷で家計が厳しくな
り外食の利用が減ったから
（中食のみ）

注：全人口の年齢構成比に応じて無作為に抽出した１,２５０人を対象とする調査
で、複数回答(２項目まで選択)の調査結果

○

30%

32%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

食の外部化率

外食率

昭和 平成

（資料）内閣府「国民経済計算報告」、（財）外食産業総合調査研究センター「外食
産業市場規模」、日本たばこ産業（株）資料を基に農林水産省で試算

（注） 外食率・・・食料消費支出に占める外食の割合

食の外部化率・・・外食率に惣菜・調理食品の支出割合を加えたもの
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（２）食習慣の乱れ

○ 朝食の欠食率については、男女ともに２０代が最も高く、次いで３０代が高い。

○子どもについても、朝食の欠食は増加傾向。

○朝食の欠食は、１回の食事の摂取量が多くなり、過食につながる可能性もあることから肥満等の生活習慣病の発症を助長すること、午前中
のエネルギー供給が不十分となり体調が悪くなることなど問題点が多く指摘されており、子どもの頃から朝食をとる習慣づけをしていく必要。

○朝食欠食率

○児童生徒の朝食の欠食（平成７年度→平成１２年度）

小学生(５年生）１３.３％→１５.６％

中学生(２年生）１８.９％→１９.９％

欠食の主な理由「時間がないから」４６.９％

「食欲がないから」３３.７％

注：「欠食」とは朝食について、「1週間に２～３日食べないことがある」、
「1週間に４～５日食べないことがある」、「ほとんど食べない」と回答し
た場合をいう。

資料：独立行政法人日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等実
態調査」
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資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」（平成１5年）

注：「欠食」とは国民栄養調査の調査日において「菓子・果物などのみ」、「錠剤などのみ」、
「何も食べない」に該当した場合をいう。
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（３）食生活と健康
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○肥満者の割合は、男性では３０～６０代で約３割あり、いずれの年代も２０年前に比べ１.５倍程度増加。２０～３０代の女性では、低体
重（やせ）の者の割合が増加。

○女性では現実の体型が「普通」であるにもかかわらず「太っている」と自己評価している者が多く、特に１５～１９歳では、低体重（やせ）
であるにもかかわらず、「普通」だと自己評価している者が多い。
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○ダイエットをしている若い女性の問題（～平成８年国民栄養調
査結果概要）

「２０歳代女性の１０人に１人がダイエットをしている。このうち６
０％は“普通”、１５％は“やせ”に判定される人であり、過度なダ
イエットにならないよう留意が必要である。

(中略）特にダイエットをしている人では脂質エネルギー比率が
３１.２％とダイエットをしていない人に比べ高く、適正比率の上限
とされる２５％を上回っている。そして、1日の食品の摂取量を比
較すると、ダイエットをしている人では米類や野菜類の摂取が少
なくなっている。

若い女性では、自分自身の体型を適切に評価し、自分にとっ
ての適正な食事量を知ることが望まれる。」

○肥満者（BMI２５以上）（男性）の割合

○現実の体型別 体型に対する自己評価 （１５～１９歳女性）
自己評価

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」(平成１５年）
注：ＢＭＩとは 体重（ｋｇ）÷｛身長（ｍ）×身長（ｍ）｝

昭和５８年

平成５年 平成１５年
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○低体重（やせ）の者（BMI１８．５未満）（女性）の割合

昭和５８年
平成５年

平成１５年

資料：厚生労働省「国民栄養調査」(平成１４年）



○女性については、１５歳から２９歳のカルシウム摂取量が特に少なく、骨の形成が１０代後半にほぼ完成し、２０～３０代をピークに減少し始
めることに鑑みれば将来の骨粗しょう症を予防するためにも、骨づくりに重要な時期である子どもの頃からの健全な食生活が必要となって
いる。

○男女別・年齢階層別にみた栄養素等の摂取状況（平均値）

資料：厚生労働省「国民健康・栄養調査」(平成１５年）

エネルギー摂取量
(kcal）

カルシウム摂取量
（mg）

鉄摂取量(mg)

男性 女性 男性 女性 男性 女性

７～１４ 2,148 1,877 744 650 11.3 6.9 

１５～１９ 2,533 1,878 642 518 9.4 7.3 

２０～２９ 2,200 1,683 479 457 8.1 7.0 

３０～３９ 2,239 1,708 477 465 8.1 7.3 

４０～４９ 2,213 1,793 487 497 8.4 8.9 

５０～５９ 2,249 1,803 548 551 9.1 8.7 

６０～６９ 2,201 1,795 600 604 9.9 9.3 

７０以上 1,975 1,602 580 534 9.1 8.1 

年齢(歳）

○骨粗しょう症の患者数の推移

資料：厚生労働省「患者調査」、総務省統計局「人口推計」

注：平成１４年の（ ）内は、平成１１年からの増加率
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○糖尿病については、「強く疑われる人」、「可能性が否定できない人」を合わせると１，６２０万人(全人口の１３％）にのぼっている。

○我が国は、WHO加盟国１９２カ国中、平均寿命、健康寿命ともに世界第１位で、その差は、男性で６.１歳、女性で７.５歳。

○国民医療費は１０年前の約１．３３倍、国民所得に対する割合も１．３５倍と増加しており、医療費の増加が社会コストの負担となっており、健
康寿命をいかに延ばしていくかが課題となっている。

○糖尿病が強く疑われる人及び糖尿病の可能性を否定できない人の推計

糖尿病が強く疑われる人 約７４０万人 （平成９年 約６９０万人）

糖尿病の可能性を否定で
きない人

約８８０万人 （平成９年 約６８０万人）

合 計 約１，６２０万人 （平成９年 約１，３７０万人）

資料：厚生労働省「平成１４年度糖尿病実態調査」

○国民医療費の増加

・国民医療費

２３．５兆円（平成４年）→３１．１兆円（平成４年の１．３３倍）（平成１４年）

・国民医療費の国民所得に対する割合

６．３６％(平成４年）→８．５８％（平成４年の１．３５倍）（平成１４年）

資料：厚生労働省「平成１４年国民医療費の概況」

資料：WHO（世界保健機構）「The world health report」（２００４）
注：１.平均寿命とは、現時点での零歳児の「平均余命」のこと
２. 健康寿命とは、健康という側面からみた寿命、すなわち国民が平均的に
病気や他人の介助等がなく、生存できる期間のこと

○平均寿命と健康寿命(２００２年）
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（４）食べ残しや食品の廃棄

(H15)

2,5872,6532,596
2,5172,497

供給熱量

2,562

(H16概算)

1,863
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2,1912,202
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0

○ 飽食ともいわれる中で、食べ残しや賞味期限切れなどに伴う廃棄等が食品産業、家庭で発生。これを、国民一人当たり供給熱
量と摂取熱量の差として捉えると、その差は拡大傾向で推移。

○ 家庭での食べ残し・廃棄について、農林水産省の平成１６年度調査によると食品ロス率は４.２％。また、食品廃棄物のうち一
般家庭から発生するものは約５５％。

○ 世界には約８億４千万人にのぼる栄養不足人口が存在する中、我が国は世界最大の食料純輸入国である一方で、かなりの食べ
残し・廃棄が発生しており、資源の浪費・環境への負荷の増大などが課題となっている。

○供給熱量と摂取熱量の推移（１人１日当たり）

年 ○食品廃棄物の発生及び処理状況（平成１４年度）

2.9 3.2 3.5
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世帯全体 単身世帯 ２人世帯 ３人以上世帯

（高齢者がいない）

３人以上世帯

（高齢者がいる）

○世帯における食品ロス率

資料：農林水産省「食品ロス統計調査」（平成１６年度調査）

食べ残し

廃棄

4.2
4.7

3.7

4.3
4.6

（資料）農林水産省「食料需給表」、厚生労働省「国民栄養調査」

（注）

１．酒類を含まない。

２．両熱量は、統計の調査方法及び熱量の算出方法が全く異なり、
単純には比較できないため、両熱量の差はあくまで食べ残し・廃棄
の目安として位置付け。

注：１. 環境省「日本の廃棄物処理」、「産業廃棄物排出・処理状況調査報
告書」及び農林水産省「平成１５年食品循環資源の再生利用等の
実態調査」より農林水産省・環境省試算

２. 「一般廃棄物」、「うち家庭系」の再生利用量については、内訳が不
明なため「計」のみ記載
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（５）食に関する関心の高まりと知識の不足

○近年、食品の安全性への信頼を損う事故や事件が続いている中で、平成13年9月の国内初のBSE（牛海綿状脳症）発生や14年の食品の偽装
表示問題の続発などを受けて、消費者の食の安全や安心に対する関心は高まる傾向。

○ 国民栄養調査によれば、食品選択や食事の準備に困らない知識・技術を持っていると考えている人は男性で約３割、女性で約５割。

○ 食生活については、アンケートではかなり気をつけているとしながら実際には、その回答とは正反対の行動をしていることがあり、
意識と行動に大きなギャップがあることがうかがえる。また、はしを正しく持てる児童生徒の割合も低下傾向。

○こうしたことから、子どもの頃から、食べ物が食卓にのぼるまでの過程の理解や食品の選択や調理等を行うための体験等ができるよう、家庭、
学校、地域が連携していく必要。

○また、産直、援農をはじめとした消費者と生産者の交流等を通じた「生産者・事業者・消費者の間の顔の見える関係づくり」が重要。

○食品選択や食事の準備に困らない知識・技術の有無

資料：厚生労働省「国民栄養調査」（平成１１年）

○食に関する誤った知識（消費者の奇異な行動・質問）

・「びっくり水」を買いたいが売っていない。

・「落しぶた」というのはどのような豚肉か。

・タマネギを使いたいが、どこまで皮を剥いても実が出てこ
ない。不良品ではないか。

・畑からイチゴがにょきっと生えてくる絵を描く子ども。

・ダイエットをしているといって食事がお菓子やケーキという
若い女性

○食生活についての意識と行動とのギャップ

○はしを正しく持てる児童生徒の割合（平成７年度→平成１２年度）

小学生 ４７.７％→４４.４％

中学生 ５２.５％→４９.９％
資料：独立行政法人日本スポーツ振興センター「児童生徒の食生活等実態調査」

資料：岩村暢子著「変わる家族 変わる食卓」から作成 -9-



２. 食育の推進について

（１）食育の必要性

○ 食生活の改善に向けては、「食生活指針の推進について」（平成12年3月閣議決定）に基づき、関係省が連携し、国民各層に対
する食生活改善のための普及・啓発活動を推進してきたところ。

○ しかしながら、フードチェーンの多様化・複雑化や家庭等における食の教育力の低下など環境変化の中で、国民個々の自主的な
努力に委ねるだけでは健全な食生活の実現が望めない状況。

○ このため、国民一人一人が自らの「食」について考える習慣を身につけ、生涯を通じて健全で安心な食生活を実現することがで
きるよう、食品の安全性、食事と疾病との関係、食品の栄養特性やその組み合わせ方、食文化、地域固有の食材等を適切に理解す
るために必要な全国的な情報提供活動や地域における実践活動等を行う「食育」を推進していくことが重要。

○食育の施策上の位置付け

【ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会報告】

（平成１４年４月２日・ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会）

第Ⅲ部 今後の食品安全行政のあり方
２ 食品の安全性の確保に係る組織体制の基本的考え方
（５）重要な個別の課題

④ 食に関する教育いわゆる「食育」の必要性
今日の食品の安全性をめぐる事態に照らし、学校教育における食品の安全性や公
衆衛生及びリスク分析などに係わる基礎的知識の習得・教育を強化する必要がある。
農業や食品産業など、フードチェーン全般にわたる基礎的な知識及び栄養や健康
に関する教育も充実させる必要がある。
食品に、ゼロ・リスクはあり得ないこと、情報をもとに一人一人が選択していく
能力を身に付けていくことの大切さの認識の普及が必要である。

【「食」と「農」の再生プラン】

（平成１４年４月１１日・農林水産省）

１．食の安全と安心の確保
●「食の安全運動国民会議」の発足
－みんなで考える「食育」と「リスクコミュニケーション」の推進－
・「食の安全運動国民会議」の発足（「食育」の促進）
子供の時から「食」について考える習慣を身につけるよう「食」の安全、
「食」の選び方や組み合わせ方などを子供たちに教える「食育」を促進します。
また、広く消費者が食の安全・安心などについて自ら考える国民会議の発足な
どの国民運動や女性によるキャンペーンを展開します。

【食品安全基本法】

（平成１５年５月１６日成立）

（食品の安全性の確保に関する教育、学習等）
第十九条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保に
関する教育及び学習の振興並びに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により国
民が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなけ
ればならない。

【経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005】

（平成１７年６月２１日・経済財政諮問会議）

第３章 新しい躍動の時代を実現するための取組
－少子高齢化とグローバル化を乗り切る－

５．人間力の強化
さらに、食育基本法に基づき、食育推進基本計画を作成するとともに、関係
行政機関等が連携し、国民運動として食育を推進する。
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（２）食育基本法

○ 国民が生涯にわたって健全な心身を培い豊かな人間性を育むことができるよう、食育に関する施策を総合的かつ計画的に進める
ことを目的として、１７年７月「食育基本法」が施行。

○ 食育基本法に基づき、食育推進会議の下、食育の推進に関する施策の基本的な方針等を示した「食育推進基本計画」が１８年３
月に作成。今後は関係府省が一層連携して、食育推進基本計画に基づき食育を国民運動として推進。

○ 食育の推進体制

-11-

都道府県

・都道府県食育推進計画の作成・実施（努力規定）

市町村

・市町村食育推進計画の作成・実施 （努力規定）

～国～ ～地方公共団体～

～関係者・団体等～

連携
協力

・子どもの保護者

・教育・保育・医療・保健関係者等

・農林漁業者等

・食品関連事業者等

・各種団体、ボランティア など

食育推進会議

・
農
林
水
産
省
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ど
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生
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科
学
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・
内
閣
府

関係府省による
計画の実施

都道府県

市町村
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（３）農林水産省の取組

○食育基本法に基づき、生産・流通・消費の各段階における「食事バランスガイド」の普及・活用の促進や米を中心とした「日本

型食生活」の普及・啓発などを通じて、食について自ら考え、判断ができる能力を身に付けるための食育を推進。

○「食事バランスガイド」を活用した外食産業や小売業等におけるモデル的取組の促進や、民間に置ける実践活動への支援、モデル
地域における多様な取組の支援や都市部の児童・生徒を対象とした体験活動等を通じた、米を中心とした「日本型食生活」の普
及・啓発、ポスターやマスメディア等の多様な媒体を活用した「食事バランスガイド」の普及啓発などにより、食育を推進。

○ 地域におけるイベントの開催などによる「食事バランスガイド」の普及・活用の取組を支援。

・ポスターやリーフレットの作成・配布、
雑誌、車両広告等の活用

・「食事バランスガイド」、「日本型食生活」をテーマとしたシンポジウムを開催
・全国的なマスメディアと連携したステージイベントの開催

多様な媒体の活用

イベント・シンポジウム

・ファミリーレストラン、スーパーマーケット、コンビニエンスストア等
でのモデル事業の実施

・民間の実践活動に対する支援

「食事バランスガイド」を活用したモデル的取組の推進

・モデル地域での取組への支援・実証
・都市部の児童・生徒を対象とした稲作体験学習
・学校給食での「日本型食生活」推進のための
フォーラムの開催

「日本型食生活」の普及・啓発

スーパーでの
モデル事業

食育・健康フェア

「日本型食生活」食事例
稲作体験学習

ポスター

全国段階での食育の推進

食育総合展示会やシンポジウムを開催

・「食育推進リーダー」による「食事バランスガイド」等に関する指導
・郷土料理などを活用した地域版「食事バランスガイド」策定・普及

「食事バランスガイド」の普及・活用の推進

イベントの開催

「食育基本法」に基づき、食に関
する知識と食を選択する力を身に
付けるための食育を推進
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（４）地域での取組事例

○香川県綾南町立滝宮小学校では、年５回、５，６年生を対象に献立、調理等のすべてを子どもだけでする「弁当の日」を設けている。このほ
か、家庭科では、家庭や地域に古くから伝わる料理を子どもたちが調べ学習を行い、一人一人が調理実習する等の取組を実施するなど「食」
を核にした「生きる力」づくりが実践されている。

○熊本県上天草市立上小学校では、給食担当（栄養職員）と保護者（ＰＴＡ母親部）の新しい交流組織の形「おしゃもじクラブ」が発足。保護者
が給食の献立を作り、家庭の食育にも広がっている。

○上天草市立上小学校「おしゃもじクラブ」

・正しい食のあり方を給食から考える「おしゃもじクラ
ブ」は、上小学校のＰＴＡ母親部を主体に発足。

・月１回ずつ地区ごとに保護者が集まり、 わが家の
食生活と学校給食の問題点をチェック。そして、主
食・主菜・副菜のバランスを考えた献立を作成し、献
立が実施される同日には試食会も実施。

・「家庭での食事内容を見直す機会になりました」「よ
そのご家庭の料理のアイデアも参考になりました」な
ど、参加したお母さんたちからは一様に意欲的な感
想が寄せられた。

・上校区では、どの地区にも負けない愛情献立を作ろ
う、と地区オリジナルの料理ネーミングも誕生。例え
ば、中の丸地区のお好み焼き“なかのまんまる焼き”、
大手原地区のコロッケは“おおてばろっけ”と命名。
馬場地区の“ハン馬場ーグ”も大うけ。家庭と地域の
連携も深まりつつある。

資料： 「地域に根ざした食育コンクール」２００５年度
農林水産大臣賞受賞事例より作成

実
際
に
児
童
が
作
っ
た
弁
当

なかのまんまる焼き

「おしゃもじクラブ」の様子

○香川県綾南町立滝宮小学校の事例

＜滝宮小学校が実施した「弁当の日」の３原則＞

①献立・食材の購入・調理・弁当箱詰めのすべて
を子どもだけでする（弁当作りに必要な基礎的な
知識と技術は、１学期をかけて家庭科の授業で
教える。子どもの弁当作りを親は手伝わない。）

②対象は５・６年生のみ（１～４年生は準備期間と
位置づけ、５年生になれば自分で弁当を作るこ
とを当たり前と意識するようにする。）

③実施は１０月から、毎月第３金曜日で、年５回。

＜「弁当の日」の「成功のポイント」＞

①保護者側にすれば、｢親は手伝わないこと」と
はっきりいわれると、親の負担を理由に「弁当の
日」に反対しにくい。

②対象が、家庭科の授業のある５・６年生のみと
なると、発達段階からも無理な話ではない。

③年度始めの４月に説明があって、実施第１回の
１０月までなら半年の猶予がある。月１回、年５
回なら多くない。

資料：（社）農山漁村文化協会「食文化活動」３７号から作成
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３.「食生活指針」と「食事バランスガイド」の普及・活用について
○１２年３月、当時の文部省、厚生省、農林水産省で国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図るために
「食生活指針」を策定し、食生活改善分野、教育分野、食品産業分野、農林漁業分野の取組や国民的運動の展開等によりその普
及・定着を行ってきたものの、まだ十分に国民に知られるものとはなっていない状況（食生活指針の認知度２２．３％（平成１７年１
月(財)食生活情報サービスセンター調べ） 。

○このため１７年６月、食生活指針を具体的な行動に結び付けるものとして、１日に「何を」「どれだけ」食べればよいか、望ましい食事の
とり方やおおよその量をイラストで示した「食事バランスガイド」を、厚生労働省とともに決定。

○今後の普及活用に当たっては、とりわけ一般の人々が日々の食べ物を購入・消費する小売店、外食の場等で日常的に活用されることが
必要。

○食生活指針

☆食事を楽しみましょう。

☆１日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを。

☆主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

☆ごはんなどの穀類をしっかりと。

☆野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて。

☆食塩や脂肪は控えめに。

☆適正体重を知り、日々の活動に見合った食事量を。

☆食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理も。

☆調理や保存を上手にして無駄や廃棄を少なく。

☆自分の食生活を見直してみましょう。

（平成１２年３月２３日）文部省決定、厚生省決定、農林水産省決定
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